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概要版

６．計画管理等の体制としくみ

◇「洞爺湖町障害者自立支援協議会」による計画管理

　町では「洞爺湖町障害者自立支援協議会」を設置し、本計画の進捗状況の点検・評価等を行います。

協議会では、毎年の計画の進捗状況を評価するなど、洞爺湖町における障害者福祉施策の計画的推

進並びに、地域の障害福祉に関するシステムづくりについて、協議等を行っていきます。

◇協働による計画推進

　計画の推進のためには、行政や町民、各種団体それぞれが役割を担い、また連携していくことが不

可欠となります。

　障害者や本計画について理解を広める努力を最大限に行い、また、障害者自立支援協議会を中心

として、多様なネットワークを構築しながら施策を実施していくための連携を図っていきます。
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１．計画策定の概要

● 計画策定の趣旨

　洞爺湖町は、旧虻田町と旧洞爺村との新設合併（平成18年3月27日）によって誕生した新しい町で

す。

　洞爺湖町では、その目指すべきビジョンを示した「洞爺湖町まちづくり総合計画」において、「やさ

しさあふれる健康福祉のまちづくり」を基本目標のひとつとして掲げています。障害者の福祉の向上

を目指した施策を展開するところですが、障害者をめぐる法制度改正や社会環境等の変化に対応す

るため、「洞爺湖町障害者基本計画・障害福祉計画」を策定して、今後も一層の障害者施策の推進を

図っていきます。

● 計画の性格・位置づけ

　「障害者基本計画」は、「障害者基本法」に基づく市町村計画で、障害者のための施策に関する基本的

な事項について定めるものです。

　「障害福祉計画」は、「障害者自立支援法」に基づく市町村計画で、同法で定める障害福祉サービス等

の必要量や確保の方策等について定めるものです。

　「障害者基本計画」は、本町における障害者関連個別計画の最上位計画として位置づけられる計画

であり、「障害福祉計画」を内包するものとして、両計画を一体的に策定します。

● 計画期間

　「障害者基本計画」は、中・長期的視点から障害者施策の方向性を定める計画であることを踏まえ、

その計画期間を平成19～23年度の5年間とします。

　「障害福祉計画」は、平成20年度までを計画期間とする計画として、これを18年度中に策定するこ

とが制度的に定められています。したがって、平成19～20年度の2年間を第１期計画の計画期間とし

ます。

● 計画策定の体制

　本計画の策定にあたっては「洞爺湖町障害者アンケート調査」を実施して、本町にお住まいの障害

者の実態やニーズを把握し、これらの諸データを含めた地域状況を踏まえて策定しました。

　また、障害者当事者並びに障害者福祉に関連する関連施設・機関等の代表等を中心とする「洞爺湖

町障害者基本計画・障害福祉計画策定委員会」を開催しました。障害福祉サービスについての意見・

ニーズ等の把握に努めるとともに、本町の目指すべき障害者施策のあり方等を協議して本計画を策

定しました。障害福祉計画障害者基本計画
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